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ソーシャルメディアの日常利用とその死後の扱いについて 
―日米仏比較調査よりー 

 

折田明子 1 湯淺墾道 2  
 

概要：グローバルに利用されているソーシャルメディアやメッセージングサービスについて,その一部は利用者の死後
のデータの扱いを明記している.サービスの利用者はどのように考えているのか,サービスの利用頻度や目的と,自分の

死後そのデータをどのように扱いたいかの意向について日本・米国・フランスの比較調査を実施した.その結果,FB と

Instagram については,日本は削除が大半を占めた一方で,米国では「追悼モード」での保存が多数を占めた.また,Twitter
については,日本では情報収集が利用目的であり,死後も大半は削除を希望しているが,米国・フランスでは日常的なコ

ミュニケーション手段として使われており,削除を希望する割合も少ないなど,国による違いが見えた. 
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Social Media during Life and after Death 
- Comparison survey in Japan, France and the United States 
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Abstract: How to treat online accounts after death has become an urgent issue. Some social network services (SNSs) offer an 
antemortem option to decide the treatment of postmortem accounts. Retained profiles allow a form of continued communication 
with the deceased, and they support grieving among the bereaved. However, the privacy of the deceased with respect to their online 
accounts is not protected by comprehensive laws or terms of service. Intentions of deceased and bereaved are not always similar 
so that it is necessary to develop guidelines for the treatment of postmortem accounts. We conducted an online survey in Japan, the 
United States, and France to examine intention of user themselves about how they wished their SNS accounts to be handled after 
death or not. As results, we found significant differences in the desired handling of accounts according to country of residence, 
purpose of use, and partially to screen name usage. 
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1. はじめに   

個人用デバイスによるインターネット利用が普及するに

つれ,個人が死亡したときにはデバイスおよびデータが残

されることとなった.近年は,デジタル遺品やデジタル終活

という言葉を一般にも見聞きすることができる.インター

ネット上において,特に他者とのコミュニケーションや交

流を目的としたソーシャル・ネットワーキング・サービス

（SNS）では,本人のプロフィールの他,他者とのつながりで

あるソーシャルグラフや,日々の投稿やシェアといったア

クティビティがデータとして残される. 
利用者の死後,そのアカウントをどのように扱うかについ

ては,2019 年現在において全てのサービスで規定されてい

る訳ではないものの,グローバルに展開されている米国発

のサービスでは,本人が生前に決めたり遺族が本人の死後

に決められるよう定められている[1].例えば,Facebook およ

び Instagram では,故人のものであることを明示し一部機能
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を制限した上でアカウントをアーカイブとして残す「追悼

モード」（Memorial Mode）を提供している.一方,Twitter は,
遺族の申し出により故人のアカウントを削除することがで

きる. 
故人のデジタル情報を残すか削除するかといった扱いに

ついては,故人および遺族のプライバシーという観点,遺族

らによる追悼という観点,そして歴史的資料という観点が

ある上[2],それを誰が決定するかに係る包括的な法制度は

なく,国や地域によって運用が異なっている状況にある[3].
利用者の立場においても,本人の価値観やサービス利用状

況によって,アカウントの扱いは異なる可能性がある.具体

的には,実生活上の人間関係を反映させた利用なのか,ある

いは実生活上とは異なるアイデンティティを前面に出した

利用なのかによって,死後のアカウントに対して何らかの

操作を行うのか否か,残すのか,消すのかといった判断の違

いが考えられる.本稿では,オンラインのアイデンティティ

とプライバシー,死後のプライバシーに関する関連研究を
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振り返った上で,グローバルに展開されている SNS サービ

スの利用状況と死後のアカウント扱いの意向の関連につい

て,日本,米国,フランスの 3 カ国において実施したオンライ

ンアンケート調査の結果について報告する. 

2. 関連研究 

2.1 SNS 利用におけるプライバシー 
SNS 等のオンラインコミュニケーションにおいては,身

体的な特徴や実生活上の立場を隠すことができるため,現
在の自分(now selves)と理想の自分(possible selves)を組み合

わせて自己を表現することができ,対面と比較してより「理

想の自分」を作り上げることができるという[4].匿名あるい

は仮名でサービスを利用することによって,個人情報やプ

ライバシーを保護することがある一方,実生活上の社会的

な関係性をオンラインにも反映させる使い方もある[5].た
だし,いったん自分の情報を公開してしまうと,本人がコン

トロールしきれない状況になることが指摘されている[6].
オンラインのサービス利用者は,自らのプライバシーへの

影響やそのリスクとメリットを考え,どの情報を公開する

か否かを設定することができるものの,現実的にはそのよ

うな判断はされていないことが,Preibusch らや Knijnenburg
らの実証研究から明らかにされている.フォームにオート

コンプリートされた個人情報について,その都度公開の可

否を判断して敢えて削除することはなく,利用者の意図以

上に情報を公開してしまうのである[7][8].さらに,オンライ

ンと実生活双方の知人とつながりあう SNS 利用において

は,プライバシーリスクよりも情報を公開する利便性の方

が重視される傾向があるという[9]. 
 このように,SNSの利用においては,自己像を作るために公

開する情報をコントロールできるものの,現実にはオンラ

インと実生活双方に関連する情報が多く公開されている可

能性がある. 
2.2 死後のプライバシー 
SNS をはじめ,オンラインのサービスの利用者が死亡した

際,その故人の情報やプライバシーはどのように扱われて

いるのか .Harbinja は死後のプライバシー  (postmortem 
privacy)を「死後も自分の評価と尊厳を守りコントロールす

る権利」と定義する[10][11].一方,故人は既に自然人ではな

いためプライバシー権をはじめとする人権の対象ではない

という見方もある.実際,EU 一般データ保護規則(GDPR)で
は,死後のデータの扱いについては定めておらず,英国やス

ウェーデンをはじめとする各国では故人の権利を除外して

いる[3].一方,死後のデータの扱いを権利として明文化して

いる国もある.たとえばフランスの Digital Bill では,デジタ

ルな死 (digital death) に対して「オンラインに公開された

自分の情報に対して,死後自分の意思を表明し保証する権

利」を定めている[12]. 
 死後のプライバシーを保護するもう一つのアプローチと

しては,「デジタル資産」としての扱いがある.米国では 1984
年にテネシー州法において死後 10 年間の権利相続が認め

られたことに続き,著名人が亡くなる度に各州でパブリシ

ティ権の整備が行われてきた [13].2015 年には Revised 
Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act(revised 
UFADAA)が発表された.これは死後のデジタル資産へのコ

ントロールを定めたもので,例えばサービス提供者が当人

や遺族の許可無しにアカウントを削除されることがなくな

るというものである.米国ではオレゴン州が 2016 年 3 月に

最初に採用し,2017 年 1 月から発効されたほか,2016 年の

時点で 16 の州で採用された[14]. 

 . 
2.3 デジタル追悼 
死後のデータの扱いにおいて,故人当人のプライバシーや

削除意向とは対照的なものとして,残された遺族や友人た

ちによる追悼がある.残された人の死の受容について,1980
年代までは,フロイトの”grief work”モデルを根拠として遺

族は故人との分離を目標としていたが,1980 年代後半以降

は故人との絆を継続する “Continuing Bond Theory”(継続す

る絆理論)がより適応的であるとして採用されるようにな

った [15].オンラインでもこの傾向は見られており,1990 年

代に故人の思い出をまとめたウェブサイトのゲストブック

に,友人達がコメントを寄せる現象や[16],2000 年代に入っ

てからは音楽系 SNS の MySpace に故人の思い出を共有す

るコメント,自分達の近況を報告するコメント,故人との絆

を保とうとするコメントが書き込まれている現象[17]がみ

られている.「追悼モード」の設定を持つ Facebook におけ

る追悼コメントの研究では,故人の死後には投稿されるコ

メントが急増し,故人との絆を継続させている様子がみら

れている[18]. 
このように,故人のデータを残しておくことは,残された

人の悲しみの受容や追悼のプロセスにおいて重要なことで

あり,自分が遺族であれば故人の SNS 等のデータは残した

いと希望する一方,自分が故人であれば SNS 等のデータは

削除したいという意向がみられる調査結果もある[2].生存

する遺族らの意向を優先するか,既に死亡した故人当人の

意向を優先するかは制度設計の上でも課題になり得るであ

ろう. 

3. 3 カ国比較調査 

3.1 調査設計と概要 
日常的な SNS サービスの利用状況と,死後のアカウントの

扱いの意向にはどのような関連があるか.また,グローバル

なサービスであっても,国や地域によってその傾向は異な

るのか.これらを明らかにするため,日本を含めた 3 カ国比

較調査を実施した.比較対象として,死後のプライバシーを

人権と位置づけている国としてフランス,デジタル資産や

パブリシティ権の問題として位置づけている国としてアメ
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リカを選定した.調査は 2019 年 1 月にマクロミル社のオン

ライングローバルパネルを利用し,それぞれの国において

日 本 語 ・ 英 語 ・ フ ラ ン ス 語 で 実 施 し

た.Facebook,Instagram,Twitter のいずれかを利用している人

を対象とし,20 代から 70 代までの年齢および性別で 30 名

ずつのセル割付をした上で各国 12 セル 360 名ずつ,合計

1080 名の回答を得た. 
調査では,設問では,サービスの利用目的および利用時の

名前を聞いた上で,自らの死後にアカウントをどう扱いた

いかの意向を聞いた.続いて自分が遺族や友人の立場だっ

た場合の意向や,報道での SNS 利用に対する意向を併せて

聞いているが,本稿では日常的なサービス利用と利用時の

名前,死後のアカウントの扱いの箇所を取り上げる.各項目

において,回答者全体での分析および各国ごとの分析を行

った. 
 

3.2 結果 
3.2.1 全体の傾向 
サービスごとの死後のアカウントの扱い意向の結果を図 1
に示す.Facebook および Instagram は,生前または死後に設定

できる「追悼アカウント」を選択肢に含めた.いずれのサー

ビスにおいても,日本ではアカウントを削除する意向であ

るという回答が他の国よりも高いポイントとなり,クロス

分析の結果有意差が認められた(p<0.01). 
 
3.2.2 利用頻度との関連 
 次に,サービス利用頻度との関連を見る.クロス集計の結

果,全体では全てのサービスにおいて有意差が認められた

(p<.01)( 図 2 図 3 図 4).国別の結果をみたところ,日本で

は,Facebook のみ有意差がみられた(p<.01) ( 図 5).米国およ

びフランスでは全てのサービスにおいて,利用頻度と死後

のアカウント扱いの意向について有意差は見られなかった. 
 

 
図 1 死後のアカウント扱いの概要 

 
図 2 全体：Facebook 利用頻度と死後アカウントの扱い 

 
図 3 全体：Instagram 利用頻度と死後アカウントの扱い 
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図 4 全体：Twitter 利用頻度と死後アカウントの扱い 

 
図 5 日本: Facebook 利用頻度と死後アカウントの扱い 
 
3.2.3 利用目的との関連 
サービスの利用目的として,「実生活上の知人とのコミュニ

ケーション」「ネット上だけのコミュニケーション」「同じ

興味・関心を持つ人を探す」「情報収集」「情報発信」「業務」 
「その他」を挙げ,死後のアカウント扱いの意向との関連に

ついて,一元配置分散分析を行った. 
(1) Facebook 
全体においては「同じ興味・関心を持つ人を探す」におい

てのみ,有意差(p<0.01)が見られ,追悼モードで残す(29.6%)
そのまま残す(32.2%)削除する(38.2%)と,全体の結果と比べ

ると,アカウントを残しておくことをより選択する傾向に

あった. 
 国別では,日本では「ネット上だけのコミュニケーション」

(N=34)において有意差(p<0.01)が見られ,追悼モードで残す

(8.8%)そのまま残す(44.1%)削除する(47.1%)となり,アカウ

ントに対して追悼モード設定や削除といった何らかの操作

をする割合が低く,そのままにしておくという選択をした

割合が高い結果となった.それに対し,フランスでは「実生

活上の知人とのコミュニケーション」(N=263) において有

意差(p<0.01)がみられ,追悼モードで残す(24.0%)そのまま残

す(24.0%)削除する(52.0%)となり,そのままにしておくより

も意図的に削除すると回答した割合が高い結果となった.
米国では,いずれの利用目的においても有意差はみられな

かった. 
(2) Instagram 

 全体においても,また国別においても,利用目的による有

意差はみられなかった. 
(3) Twitter 
全体においては「実生活上の知人とのコミュニケーション」

「ネット上だけのコミュニケーション」「同じ興味・関心を

持つ人を探す」「情報収集」「情報発信」において有意差

(p<.01)がみられた. 

 
図 6 全体：Twitter 利用目的と死後アカウントの扱い 
 
日本では「ネット上だけのコミュニケーション」 （N=46）
ではそのまま残す(45.7%)削除する(54.3%)となり,「情報発

信」(N=31)ではそのまま残す(58.1%)削除する(41.9%)となり,
いずれも全体的な傾向よりも有意に(p<0.01)「そのまま残す」

を選んだ割合が高かった. 
米国では,「同じ興味・関心を持つ人を探す」(N=39)におい

てのみ有意差(p<.01)がみられ,そのまま残す(66.7%)削除す

る(33.3%)と,残す傾向にあった. 
フランスでは有意差はみられなかった. 

 
3.2.4 利用時の名前との関連 
サービス利用時の名前は,想定する交流相手や,自分のア

カウントおよび投稿内容を誰に対して見せるのかという意

図を反映すると考えられる.選択肢として「実名」「仕事上

の名前・旧姓」「実生活のニックネーム」「ネットのニック

ネーム」「その他」を挙げた.死後のアカウント扱いの意向

との関連について,クロス集計の結果,全体では全てのサー

ビスにおいて有意差が認められた(p<.01). 
国別の結果をみたところ,日本および米国では全てのサー

ビスにおいて有意差が認められなかった.フランスにおい

ては,Instagram にて有意差がみられ(p<.01),  
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図 7 全体：Facebook 利用時名前と死後アカウントの扱い 

 
図 8 全体：Instagram 利用時名前と死後アカウントの扱い 

 
図 9 全体：Twitter 利用時名前と死後アカウントの扱い 

 
図 10 フランス：Instagram 利用時名前と死後アカウント

の扱い 
 

 

4. 考察 

4.1 利用頻度との関係 
 回答者全体においては,すべてのサービスにおいて「1 日

2 回以上」と,日常的に高頻度にサービスを利用している回

答者ほど,Facebook と Instagram では「追悼モード」という

形で意図的に残す意向,Twitter であればそのまま残すとい

う意向を占める割合が高い結果となった.ただし,国別に分

析した結果では,頻度との間に有意差は殆ど見られなかっ

たため,各国で顕著な傾向があるわけではないと言える.た
だし,日本における Facebook 利用者のみ,利用頻度が高いほ

どアカウントを残すが,ただし「そのまま残す」割合が高い

という傾向がみられた. 
日常的に使っているサービスほど,削除よりも残す傾向,特
に利用者の意思を反映させられる形が選ばれる傾向がやや

みられる結果となった. 
4.2 利用目的との関係 
「実生活上の知人とのコミュニケーション」という,実生活

の人間関係につながる利用に関しては,フランスにおける

Facebook 利用および全体における Twitter 利用に有意差が

みられた.フランスにおける Facebook 利用では,「そのまま

残す」がより少なくなった上,「削除する」が最も多い結果

となった.それに対して,Twitter では全体の傾向と比較して,
「そのまま残す」が 10 ポイント高い 48.7%となっていた. 
「ネット上だけのコミュニケーション」という,実生活とは

違う文脈や人間関係につながる利用に関しては,日本にお

ける Facebook 利用と Twitter 利用および全体における

Twitter 利用に有意差がみられた.日本における Facebook 利

用と Twitter の双方において,追悼モード設定や削除といっ

た何らかの処理をせず「そのまま残す」という選択が,全体

的な傾向よりも有意に多い結果となった .全体における

Twitter 利用も同様であった. 
「同じ興味・関心を持つ人を探す」では ,全体における

Facebook 利用と Twitter 利用,米国における Twitter 利用に有

意差がみられた.全体における Facebook および米国におけ

る Twitter 利用では,アカウントを残す傾向にあったものの,
全体としての Twitter では削除する傾向があった. 
「情報収集」で有意差が見られたのは,全体における Twitter
利用のみであり,「削除する」と答えた割合が最も高かった.
それに対し ,「情報発信」では全体および日本における

Twitter 利用で有意差があり,いずれも「そのまま残す」が多

い結果となった.特に日本に関しては,全体 26.0%が「情報発

信」では 58.1%と 2 倍以上の差があった. 
 なお,Instagram ではいずれにおいても有意差は見られて

いなかったが,これは写真共有サービスであるために利用

目的に大きな差が出づらかった可能性が考えられる. 
4.3 利用時の名前との関係 
サービス利用時の名前は,全体では全てのサービスにおい
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て有意差が見られる結果となった.どの名前を使うかとい

うことは,サービス利用において自分のアカウントが誰に

見つけられるのか,そして自分の投稿内容を誰に対して見

せるのかという意図を反映していると考えられる.実名や

仕事上の名前であれば,社会的・職業上の人間関係が想定さ

れるであろうし,ネットのみのニックネームであれば,実生

活上の人間関係と切り離したい意向がある可能性は高い. 
Twitter の全体的な傾向では,実名および仕事上の名前とい

う,実生活上のフォーマルな名前であれば「そのまま残す」

が,ニックネームであれば削除を希望する割合が高くなっ

ていた.Facebook もほぼ同様の傾向があり,追悼モードのよ

うに敢えて残すという割合は,実名および仕事上の名前に

おいて高かった.Instagram のみ異なる傾向があり,仕事上の

名前では半数以上が追悼モードで残すことを希望しており,
実名がそれに続いた.それに対してニックネームであれば

半数以上が削除を希望していた .仕事上の名前であれ

ば,Instagram の場合は本人および本人の作品やプロジェク

トの広報手段としての利用が考えられる.その場合,個人の

パーソナルな情報発信というよりは,仕事としての情報発

信の位置づけになり得るであろう .国別にはフランスの

Instagram 利用にのみ有意差がみられたが,特にフランスに

おいてこの傾向は顕著であった. 
これらの結果から,利用目的以上に,誰に見せるのかを実

質的にコントロールできる「利用時の名前」は,死後のアカ

ウントの扱いと関連があり得ることが見えてきた. 

5. おわりに 

生存中のオンラインコミュニケーションにおいては,それ

ぞれ違う文脈や関係性においてサービスを利用したり,利

用時の名前の設定によって,誰に見られる・見せるのかをコ

ントロールすることが可能である.実生活と近いアイデン

ティティによる利用であれば,死後残されたアカウントは

他の相続等の手続きと同様に,相続人や家族が削除あるい

は保存の手続きを行うことは不自然ではないものの,一方

で実生活上とは違うアイデンティティを構成するといった

使い方をした場合,死後もどうやってその文脈やアイデン

ティティを反映させるのかという問題が残る.例えば,家族

には秘匿していたアカウントはどうするのか.本稿におけ

る調査でも,「そのまま残す」という選択肢は,誰かに処理

を任せたくないという意味である可能性もある.故人本人

のプライバシーと,遺族の追悼感情,そして誰が意思決定を

するかを判断するにおいて,該当サービスの利用状況を考

慮し,場合によっては相続人や家族とは無関係に,死後のデ

ータの処理が執行される選択肢が必要かもしれない. 
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